
計画の策定等に関する条項の整理について

１ 整理する内容

 計画等の策定、内容、手続に関する条項について整理（別紙参照）。

※１ 地方公共団体又はその機関による計画、方針、指針、構想等に関する条項を対象。

※２ 計画等の策定等の義務を課す規定のみならず、努力義務を課す規定や任意の取組を促す規定

（「できる」規定）に関する条項についても対象とする。

 各府省の協力も得て、以下の情報について整理。

計画等の名称／策定主体（共同策定に係る規定の有無を含む。）／規定の類型（策定・内容・手続）／

関連する財政支援等（法定・法定以外）／備考（改正履歴）

 計画等の策定に関する条項については、当該条項の制定年や改正の履歴等を把握し、

地方分権改革推進委員会の勧告の基礎となった時点以降の条項数の推移についても整理。

 計画等の策定に関する条項（準用規定も含む。）の現時点（令和２年１０月末時点）での整理状況

合計：５１１（義務：２１３ 努力：８４ できる：２１４）

※現時点では、該当すると考えられる規定を幅広く抽出している。今後、各府省による確認等も踏まえ精査を行う。

資料６

２ 今後の進め方

 各府省に照会・確認依頼

 有識者会議において、整理結果について報告した上で、今後の対応について検討
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Ｓ３０ Ｓ３０－● 農業 Ｘ法 ４ １ Ｓ３０ ＸＸ計画 ○

Ｈ１０ Ｈ１０－▲ 厚生 Ｙ法 ５ １ Ｈ２３ ＹＹ計画 ○ ○

Ｈ１５ Ｈ１５－◆ 環境 Ｚ法 ６ １ Ｈ１５ Ｈ２５ ＺＺ計画 ○

Ｈ１５ Ｈ１５－◆ 環境 Ｚ法 ６ ２ Ｈ１５ Ｈ２５ ＺＺ計画 ○
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補助金等の

名称
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○ ○

○ ○ ○ ＹＹ助成金 義務→努力（Ｈ２３）

○ ○ １０条１項 国の補助 ＺＺ補助金

○

※１：廃止された条項については、廃止前における条文の制定年又は最終改正年

※２：計画等の策定が補助金等の交付の要件とされているものを対象
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